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第１章  学校施設長寿命化計画の背景・目的  

1－1 背景と目的  

本市の学校施設は昭和 40(1960)年代から昭和 50(1970)年代に整備されたものが多く、現在築４０年以上経過して

いるものが全体の半分以上となっています。老朽化による建物自体の寿命や設備の不具合等の問題を抱えています。

また、少子化などの社会状況や教育内容・教育方法等の多様化、防災機能強化、バリアフリー、環境配慮など学校施

設へのニーズが時代とともに変わり、必要な機能を十分維持できなくなりつつあります。  

全国でも同じように、公共施設等の老朽化に伴い、維持管理費の増大や改修などの課題を抱えている状況で、早

急に施設全体を把握し、厳しい財政状況の中で、長期的な視点で更新・長寿命化によるコスト削減が求められること

となり、国は平成 25（2013）年 11月に「インフラ長寿命化基本計画」を策定しました。 

さらに、学校施設につきましては、長寿命化を図るための指針として、平成 27（2015）年 3月に「文部科学省インフラ

長寿命化計画」を策定するとともに、平成 27（2015）年 4月に「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」を、平成 29

（2017）年 3月には「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」（以下「解説書」という。）を作成しました。 

これらの指針の中で、学校施設に対して、単なるコスト削減だけでなく、子どもたちの学習・生活環境の質の向上、

地域コミュニティ及び防災の拠点としての機能強化などが求められています。 

これを踏まえ、本市では平成 29（2017）年 3 月に「大和高田市公共施設等総合管理計画」を策定し、公共施設等の

総合的かつ計画的管理の推進に取り組んでいます。その計画の中で本市が所有する施設の状況、更新にかかる費

用の推計及び施設類型別の方針等について示していますが、施設毎の具体的な整備については、各個別施設計画

に委ねられることとなりました。 

以上を背景に、学校施設の建物や設備等を計画的に更新し、教育環境の向上に努めていくとともに、子どもたちに

とって安全・安心な施設環境を確保します。そのため、中長期的な維持管理コストを検証し、将来かかるコストの縮減

と平準化を図ることを目的に「大和高田市学校施設長寿命化計画」（以下「本計画」という。）を策定します。 

 

 

１－２ 本計画と関連するその他の計画等  

本計画は、「大和高田市公共施設等総合管理計画」を最上位計画とします。「大和高田市学校施設長寿命化計画」

は、「大和高田市公共施設等総合管理計画」と整合性を持つ下位計画であり、学校施設の具体的な施設計画を定め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本市の施設整備に関する計画 

大和高田市公共施設等総合管理計画 

（本計画） 

学校施設長寿

命化計画 

文化施設 道路 ・・・ 行政施設 

インフラ長寿命化基本計画 国

の

計

画 文部科学省インフラ

長寿命化計画 

「大和高田市教育大綱」 

（平成２８年３月策定） 

図１－１ 本計画の位置付け 
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１－３ 計画期間  

 計画期間は令和 3（2021）年度から令和 12（2030）年度までの 10年間とします。5年ごとに見直します。 

 ただし、社会情勢や教育環境の変化等への対応が必要となった場合には、計画期間に関わらず見直しを行うものと

します。 

 

１－４ 対象施設  

 本計画は、小学校 8校、中学校 3校、幼稚園 6園（103棟、約 8.4万㎡）を対象施設とします。 

 図１－２に本市における学校施設の配置を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図１－２ 学校施設の配置 
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第２章  学校施設の目指すべき姿  

２－１ 学校施設の目指すべき姿  

 平成 28(2016)年 3 月に策定しました「大和高田市教育大綱」において、これからの大和高田市の教育の基本理念と

して、「一人ひとりが輝き 未来にはばたく大和高田市の人づくり」が掲げられています。この基本理念に従い、「次代

を担う子どもをみんなで大切に育てる」を実現するために、「安全・安心・快適な学校環境づくり」を重点目標に、学校

施設の整備を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１）大規模改修による学校施設の整備 

 

老朽化が進み、大規模な改修が必要となる学校施設及び人にやさしい街づくり条例に即した改修等

が必要となる学校施設に対し、整備を行います。各校の現状をしっかりと調査し、先を見通した整備を

行います。 

また、老朽化した建物や設備を単に建設時の状態に戻すだけでなく、その機能や性能を現在の学

校施設に求められる水準まで引き上げます。 

 

２）快適な学びの環境づくり 

 

みんなで一緒に学べる社会の実現のため、学校施設のバリアフリー化を行い、可能な限り全ての教

室へ自らの力で移動ができる施設になるように改修を実施します。 

（Ⅰ）最上階までのエレベーターの設置 

     現在、小学校４校、中学校３校にエレベーターを設置しています。未設置である小学校４校に設 

置することを目指します。 

（Ⅱ）段差スロープの整備 

（Ⅲ）トイレの洋式化及びドライ化 

（Ⅳ）学習活動の適応性 

     教育の情報化のための ICT環境の整備など、変化する教育ニーズへの対応に努めます。 

 

３）安全性の確保 

 

誰もが安全・安心に利用できる施設を目指します。 

（Ⅰ）災害対策 

     小中学校は、災害時の避難所に指定されているため、災害時の拠点として機能するよう整備し 

ます。 

（Ⅱ）防犯対策 

     子どもたちを犯罪の危険から守るため、ハード面の整備として、防犯カメラを設置します。 
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第３章  学校施設の実態  

３－１ 学校施設の運営状況・活用状況等の実態  

３－１－１ 現在の児童生徒数及び学級数 

本計画の対象となる小中学校・幼稚園の令和 2(2020)年 5 月 1 日現在の児童生徒数は、児童数 2,496 名、生徒数

1,305名、園児数 209名であり、合計 4,010名となっています。また、学級数は、小学校 130学級（うち、特別支援学級

43学級）、中学校 47学級（うち、特別支援学級 12学級）、幼稚園 18学級であり、合計 195学級となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図３－１ 学校別児童生徒数・学級数 
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３－１－２ 児童生徒数及び学級数の推移 

市全体の小学校の児童数は、昭和 53年度までは増加傾向であったが、昭和 54年度より減少傾向に転じています。

また、中学校の生徒数は、昭和 59 年度まで市内 2 中学校で行っていたが、児童数の増加により昭和 60 年度に 3 校

目の中学校である高田西中学校が設立されました。中学校は、昭和 61 年度まで増加傾向でしたが、昭和 62 年度よ

り減少傾向に転じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－１－３ 施設関連経費の推移 

過去 5年間の学校施設の維持管理費は、平均で約 6.4億円／年となっています。 

項目別にみると、施設整備費が平均約 4.9 億円／年、その他施設整備費が平均約 0.46 億円／年、維持修繕費が

平均約 0.12億円／年、光熱水費・委託費が平均約 1.2億円／年となっています。令和元年度に空調設備の整備が行

われたことにより、光熱水費及び保守管理にかかる費用が今後増加することとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和元年度は、すべての小中学校に空調機器の整備が緊急で行われ、他の年度に比べかなり施設整備費が上がっているため、 

上記平均の算出から除いています。 

図３－２ 児童生徒数の推移 

図３－３ 学級数の推移 

図３－４ 過去５年間の施設関連経費 
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図３－５ 施設関連経費の推移 

図３－６ 施設関連経費の内訳 
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３－１－４ 学校施設の保有量 

（１） 公共施設における位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 学校施設の整備状況 

本計画対象の小中学校・幼稚園において、築 30 年以上になる施設が、延床面積で表すと 7.1 万㎡であり、84％が

老朽化している現状です。また、10 年後には 8 万㎡である 95％が老朽化することになり、長寿命化改修など施設整

備への早急な対応に迫られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大和高田市が所有する公共施設において、

本計画対象となる学校施設（施設類型のうち

学校教育系施設の一部及び子育て支援系施

設の一部）は、全体の約３割を占めています。

これらの施設のうち、特に学校教育系施設に

含まれる小中学校は、公共施設全体で最も老

朽化率が高く、特に早急な対策が求められて

います。 

 

出典：大和高田市公共施設等総合管理計画 

図３－７ 施設分類別に見た公共施設の老朽化率 

図３－８ 学校施設の整備状況 
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３－１－５ 今後の維持・更新コスト（従来型） 

学校施設の長寿命化を行わずに、従来どおり改築の周期を約 50 年として維持管理を続けた場合、今後 40 年間にか

かる年間の平均費用は 10.6 億円程度になると想定され、その額は過去 5 年間に発生した施設関連経費の約 1.3 倍

になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

想定年間平均
費用（従来型） 

図３－９ 今後の維持・更新コスト（従来どおりの維持管理を行った場合） 

過去 5年間
の平均費用 

【コスト試算条件】 

上記のコスト試算は、解説書に付属の Excel ソフトに用いて、以下の条件により試算しています。 

・試算の基準年度は、令和 2(2020)年度とします。 

・施設整備費及びその他施設関連費は、令和元(2019)年度までは各年度の実績値とします。 

・維持修繕費及び光熱水費・委託費は、令和元(2019)年度までは各年度の実績値とし、令和 3(2021)年度以降の費用

は、平成 27(2015)年度から令和元(2019)年度までの平均費用を採用します。これに加え、令和元(2019)年度に行った

空調整備の影響による光熱水費等の増大分も反映しています。 

・改築の周期は 50年とし、改築単価は一般財団法人地域総合整備財団の「公共施設等更新費用資産ソフト」による

330千円/㎡とします。また、工事期間は 2年で、改築費用は均等配分とし、実施年数より古い学校施設の改修を 10

年以内に実施することとします。 

 ※ここでの改築とは、古い建物を壊して、用途、規模及び構造が同じ新しい建物を建てることとしています。 

・大規模改造の周期は 25年とし、大規模改造の単価は、改築時の単価の 25％とし、工事期間は 1年間とします。 
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３－２ 学校施設の老朽化状況の実態  

３－２－１ 構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況等の評価 

 現地調査等に基づき、学校施設の老朽化状況を以下に整理しました。なお、構造躯体の健全性及び劣化状況評価

の算定については、「解説書」に基づき行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図３－１０ （１） 
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※番号 24、25 の施設については、従来型では、条件どおり解体後も同規模で建てることとして試算しています。しか

し、長寿命化型では、コスト削減を目指しているため、建て替え不要と判断した実情に合わせ、削減して試算していま

す。 

 

 

  

図３－１０ （２） 
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図３－１１ 劣化状況の評価基準及び健全度の算定方法 

出典：解説書より抜粋 
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３－２－２ 今後の維持・更新コストの把握（長寿命化型） 

今後、長寿命化対策を行い、改築の周期を 80 年とした場合、今後 40 年間に発生する維持管理費用は、年間 10.0

億円程度となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３－１２ 今後の維持・更新コスト（長寿命化対策を行った場合） 

過去 5年間
の平均費用 

想定年間平均
費用（従来型） 
想定年間平均費
用（長寿命化型） 

【コスト試算条件】 

上記のコスト試算は、解説書に付属の Excel ソフトに用いて、以下の条件により試算しています。 

（下記に記載のない事項については、従来型と同様です。） 

・改築の周期は、３－２－１の構造躯体の健全性が、「長寿命」となっている施設は 80年とし、「要調査」となっている施

設は 50年とします。 

・長寿命化改修の周期は 40年とし、長寿命化改修の単価は改築時の単価の 50％とし、工事期間は 2年で、長寿命化

改修費用は均等配分とします。実施年数より古い学校施設の長寿命化改修を 10年以内に実施することとします。 

・部位修繕については、以下の基準により実施するものとして試算します。 

  D評価：今後 5年以内に部位修繕を実施    C評価：今後 10年以内に部位修繕を実施 

(ただし、今後 10年以内に改築、長寿命化改修、大規模改造を実施する場合を除く。) 

  A評価：今後 10年以内に長寿命化改修を行う場合は、部位修繕相当額を差し引くこと 

 ※部位修繕の単価は、解説書に付属の Excel ソフトを用いて、改築時の単価にそれぞれ下記の比率を乗じます。 

   [校  舎] 屋根・屋上 3.5％、外壁 5.1％、内部仕上げ 5.6％、電気設備 4.0％、機械設備 3.7％ 

   [体育館] 屋根・屋上 3.0％、外壁 3.5％、内部仕上げ 5.6％、電気設備 4.8％、機械設備 1.7％ 
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第４章  学校施設整備の基本的な方針等  

４－１ 学校施設の規模・配置計画等の方針  

４－１－１ 学校施設の長寿命化計画の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【学校教育系施設（小・中学校）】 

児童、生徒数が減少している施設は継続利用（規模縮小）等についても検討

します。それ以外の施設については継続利用（現状維持）とします。 
公共施設等総合

管理計画の施設

類型別方針 
【子育て支援系施設（幼稚園）】 

児童、生徒数が減少している施設は継続利用（規模縮小）等についても検討

します。それ以外の施設については継続利用（現状維持）とします。 

ア  施設最適化に向けた取組み 

イ  施設長期保全に向けた取組み 

ウ  管理運営の効率化に向けた取組み 

エ  議会や住民との情報共有と市民参画 

公共施設等総合

管理計画における

７つ基本方針 

オ  新公会計制度への対応 

カ  安全確保の実施方針 

キ  施設の整備方針 

※公共施設全体に対する取組みに関する項目は除くものとする。 学校施設長寿命化計画の基本方針 

【施設最適化に向けた取組み】 

今後、学校施設の規模及び配置の適正化を図るため、統廃合及び多機能との複合化を検討します。 

【施設長期保全に向けた取組み】 

今後、劣化状況の確認を定期的に行い、長寿命化対策となる改修工事を計画的に行います。 

【管理運営の効率化に向けた取組み】 

建物更新時等の PFI/PPP導入や民間ノウハウを活用した施設運営について検討します。 

【施設の整備方針】 

災害対応において、小中学校は指定避難所であり、防災上重要性の高い施設のため、重点的な管

理が必要となります。 

引き続き法令に基づき正しく点検を行うことに加え、定期的に建物の劣化状況を確認します。

また、バリアフリー化については、大規模改修時等に合わせて行うこととします。 

【安全確保の実施方針】 
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４－１－２ 学校施設の規模・配置計画等の方針 

本市でも少子化による児童・生徒数減少が見られる中、一定規模の学習集団による教育効果を確保する観点等か

ら、学校施設の適正規模及び適正配置が課題となっています。しかし、厳しい財政状況の中、学校施設の新規整備

による適正規模・適正配置の事業推進に、容易に取り掛かることはできないと考えます。また、既存の学校施設の無

理な統廃合は、地域へ与える影響も大きいことから、地域との対話が不十分なままで推し進めることは望ましくありま

せん。そのため、現状の学校施設の規模及び配置を維持しながら、５年後の本計画の見直し時期である令和７（2025）

年度を目標に、以下のような学校施設の適正規模・適正配置について、検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－２  改修等の基本的な方針  

４－２－１ 長寿命化の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●通学区域の再編 

規模の大きな学校の通学区域の一部を、隣接した規模の小さな学校の通学区域に編入します。 

●隣接校との統合 

規模及び通学条件などを考慮した上で、統合します。 

●小規模特認校制度の活用 

学校の教育活動に特色を持たせ、市内全域から希望する児童生徒を受け入れる小規模特認校

の整備を検討します。 

①長寿命化改修の実施 

築 40 年を経過し、今後、統廃合の可能性がない学校施設については、性能の高い材料へグレードアップ

するなど長寿命化を図るための改修を実施します。改修実施後は、目標年数まで健全に維持できるよう、

計画的な修繕を行います。 

②周期に基づく計画的な部位修繕の実施 

外壁や屋上防水、設備機器など、学校施設の健全性の維持に必要不可欠である重要な部位について

は、部位ごとの修繕周期に応じた計画的な修繕の実施に努めます。 

③時代の要請に応じた学校施設としての必要な機能の確保 

ICT の電波環境の整備など学習環境を充実させるために必要な機能の整備、照明器具の LED 化による

学校施設の維持管理費の低減や省エネルギー化など時代に応じて変化する学校施設に対するニーズに

ついても対応します。 
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４－２－２ 目標使用年数、改修周期の設定 

 学校施設の劣化状況、今後の施設整備に係る費用の見込みなどを踏まえ、今後の学校施設の目標使用年数、改

修周期について、以下を目安として設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
出典：解説書 

図４－２ 改築中心から長寿命化型の維持管理に移行した場合の費用のイメージ 

図４－１ 目標使用年数、改修周期 
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第５章  基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等  

５－１ 改修等の整備水準  

本市の学校施設のうち、築後 30 年以上の施設が 84％を占め、建設当時には一般的な整備基準を満たしていた施

設であっても、現代の学校施設に求められる ICT化、省エネルギー性、バリアフリーといった社会的要求に対応できな

くなってきています。また、経年劣化により施設の建物や設備の老朽化が進み、部材の落下、躯体強度の低下、設備

配管の劣化といった安全面への配慮が必要不可欠となっています。 

これらを踏まえ、今後、学校施設の改修等を行う際には、施設の長寿命化及び社会的要求への対応を目指し、以

下の「安全面」、「機能面」、「環境面」、「財政面」の４つの視点に配慮の上、実施するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－２ 維持管理の項目・手法等  

建築基準法第１２条に基づく点検の結果を学校施設の適切な維持管理のために活用します。項目外の部位につい

ても、計画の見直しと併せて、5 年ごとに点検を実施します。点検の方法については、市の所有する他の公共施設と

同じ基準に従い、行うこととします。 

また、点検の結果は、データベースとして蓄積し、施設評価及び長寿命化改修の実施計画の更新等に役立てます。 

 

 

  

図５－１ 改修等の整備基準 
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第６章  長寿命化の実施計画  

６－１ 改修等の優先順位付けと実施計画  

６－１－１ 改修等の優先順位 

今後は目標使用年数と改修周期に基づき、劣化状況などから整備の優先順位を定め、躯体・設備の健全性及び学

習環境の向上を図るための改修等を行います。なお、今後作成する適正配置に関する計画等も見据えながら実施す

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６－１－２ 実施計画の策定 

今後 5年間の学校施設における長寿命化の実施計画は、以下のとおりです。 

また、４－１－２にあるように、学校施設の規模・配置計画等の方針が定まれば、併せて実施計画も見直します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※今後５年間の実施計画は、予算が確定していないため、学校名及び工事についての詳細は非公表とします。 

 

【改修等の優先順位の考え方】 

●原則、３－２－１の劣化状況評価の健全度の値が小さい施設を優先的に、過去の改修工事履歴を踏ま 

え、改修等を実施します。 

●４－２－２で設定した改修等の周期で実施すべき年度から前後に調整し、全体の維持・更新コストを平準

化します。 

●児童生徒数の動向等により、学校施設の規模及び配置の見直しが必要となった学校施設については、

改修内容及び実施時期の変更を検討します。 

●５－２の定期的な点検により、劣化の度合いが進行している場合は、改修等の優先順位の早めるといっ

た変更を行います。 

 

図６－１ 長寿命化の実施計画 
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６－２ 長寿命化のコストの見通し、長寿命化の効果～維持・更新の課題と今後の方針～  

 第３章で試算したとおり、学校施設の維持・更新を従来型から長寿命化型へ転換することにより、今後 40 年間で約

23 億円、年間平均約 0.6 億円のコスト削減効果が見込まれます。改築が中心であった従来型から、計画的な保全に

より長く建物を使う長寿命化型へ転換することは、財政面だけでなく、建設廃材の発生を抑制するなど環境面に配慮

した取組みにもなります。 

 

 

 

 

 

 

 

統廃合や適正規模へ縮小した改築といった面積縮減による更新費用の削減、照明の LED 化改修や断熱性向上改

修といった省エネルギー対策による維持管理費用の削減など、さらなるトータルコスト削減につながるように努めます。 

また、財源については、国の補助金や事業債、公共施設等整備基金など、適正かつ効果的に活用し、財政負担を

軽減する方策をとります。 

 

 

 

第７章  長寿命化計画の継続的運用方針  

７－１ 情報基盤の整備と活用  

今後、公共施設保全システムを整備し、施設情報、維持管理コスト、工事履歴及び点検内容を一元でデータ管理す

ることを推進します。他の公共施設と同等の質での管理体制を構築し、データの可視化及び共有化を行います。その

蓄積したデータを本計画の見直しに活用します。 

 

 

７－２ 推進体制等の整備  

今後、本計画対象施設の縮減及び複合化等を検討することが考えられます。学校施設単体ではなく、市全体の公

共施設等についてのあり方を検討する中で、財政状況、市民サービスのニーズの変化、建物の劣化状況等、総合的

な視点から検討をする体制づくりに努めます。 

 

 

７－３ フォローアップ  

本計画の推進に当たっては、PDCA サイクルを確立し、計画内容についておおむね５年ごとに見直しを行います。

迅速かつ柔軟に計画へ反映することにより、着実な計画の推進及び学習環境の向上を図ります。 

 

図６－２ 長寿命化による縮減効果の見込み 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和高田市学校施設長寿命化計画 

令和３年３月策定 

〒635-0096 奈良県大和高田市大字大中 100-1 

TEL 0745-23-6661  FAX 0745-23-6660 

大和高田市 教育委員会 教育総務課 


